
船舶事故調査報告書 

 

                               平成２２年６月１７日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  山 本 哲 也 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 同乗者死亡 

発生日時 不明（平成２１年４月２９日（水、祝日）１０時４０分ごろ同乗者が

落水したものと考えられる。） 

発生場所 不明（上記場所は山梨県富士河口湖町留守ヶ
る す が

岩
いわ

南方沖１５０ｍ付近  

（概位 北緯３５°３０.７′ 東経１３８°４４.１′）であっ

た。） 

平成２１年４月２９日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜

事務所）ほか２人の地方事故調査官を指名した。 

事故調査の経過 

 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

 事実情報 

船種船名、総トン数 

船舶番号、船舶所有者等 

Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

機関、出力、進水等 

モーターボート Ｓ Ｗ Ｓ Ｃ
エスダブリューエスシー

、５トン未満  

２３０－２５３４９山梨、個人所有 

５.４８ｍ（Lr）×２.２２ｍ×０.５８ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関、１８７kＷ、平成３年８月３０日 

乗組員等に関する情報 船長Ａ 男性 ２４歳 

二級小型船舶操縦士（１マイル限定）・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日  平成１４年７月１２日 

免許証交付日 平成１９年７月３日 

（平成２４年７月１１日まで有効） 

死傷者等 死亡 １人（同乗者Ａ） 

損傷 なし 

事故の経過  本船は、船長Ａ及び同乗者Ａほか２人が乗船し、河口湖北岸の大石

地区にある留守ヶ岩南方沖付近を航行中、船長Ａが尿意を催したの

で、いったん機関を停止した。 

船長Ａは、他船の航走波により船体が少し動揺する中、船尾トラン

サムステップに立って小用を足したのち、尿意を催した同乗者Ａと入

れ替わり、操縦席に戻ってほかの同乗者と談笑していたところ、同乗

者Ａの叫び声と「ドボーン」という水音を聞いた。 

船長Ａは、機関を後進にかけて近づけばプロペラで同乗者Ａを負傷

させるおそれがあると考え、前進にかけて左旋回し同乗者Ａの近くま

で行き、水中に飛び込んで近づいたが、平成２１年４月２９日１０時

４０分ごろ、目前で同乗者Ａが水中に沈んでしまった。 

遊覧中のボートの船長は、本船の異常な様子に気付き本船に接近し

て、水中にいた船長Ａにボートに上がるように伝えるとともに、警察

及び貸しボート業者に連絡した。 

同乗者Ａは、来援した消防署のダイバーにより救助されたが、搬送
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先の病院で１３時４０分ごろ死亡が確認され、死因は溺水と診断され

た。 

気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北北東、風力 １、視界 良好       

海象：水温 約１３℃ 

その他の事項 船長Ａ及び同乗者Ａは、当日１０時ごろから湖岸でバーベキューを

しながら飲酒をしていた。 

船尾トランサムステップ付近には、ハンドレール等身体の支えにな

るものがなかった。 

船長及び同乗者３人は、いずれもジャージの上下を着用し、素足

で、救命胴衣を着用していなかった。 

船長以外の同乗者３人は、いずれも水泳が不得手であった。 

同乗者Ａは、救出時すでに心肺停止状態であった。 

船長Ａの呼気アルコール濃度は、０.３０mg/ℓ（血中アルコール濃度

換算０.６０mg/mℓ）で、同乗者Ａの血中アルコール濃度は０.６１mg/m

ℓであった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

 

 

不明 

なし 

なし 

死因は、溺水であった。 

本船は、河口湖留守ヶ岩南方沖において停船

中、同乗者Ａが救命胴衣を着用せずに落水した

ものと考えられるが、落水した状況について

は、目撃者がいないことから明らかにすること

ができなかった。 

原因 本事故は、本船が河口湖留守ヶ岩南方沖において停船中、同乗者Ａ

が落水したことにより発生したものと考えられるが、その原因を明ら

かにすることはできなかった。 

 




